
１
　
は
じ
め
に

先
月
（
九
月
）
は
、
主
要
中
央
銀
行
で
新
た
な
緩
和
策
の
発
表
が
相
次
い
だ
。

六
日
に
は
欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
政
策
理
事
会
が
、
国
債
買
取
に
関
す
る
新
た
な
ス
キ
ー
ム
（O

M
T

s：
O

utright

M
onetary

T
ransactions

）
を
発
表
し
た
。
ユ
ー
ロ
加
盟
国
の
国
債
を
金
額
の
制
限
を
設
け
ず
買
い
入
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
財
政

政
策
等
に
つ
い
て
条
件
が
付
け
ら
れ
た
と
は
い
え
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
と
っ
て
異
例
の
措
置
で
あ
り
、
市
場
に
驚
き
を
与
え
た
。

一
三
日
に
は
、
米
国
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
、
い
わ
ゆ
る
Ｑ
Ｅ
３
を
発
表
、
政
府
機
関
が
保
証
し
た
Ｍ
Ｂ
Ｓ
を
月
額
四
〇
〇
億
ド
ル
の
ペ
ー
ス

で
期
限
を
定
め
ず
買
い
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
欧
米
中
央
銀
行
の
証
券
買
取
政
策
に
促
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
日
本
銀
行
も
一
九
日
、「
資
産
買
入
等
の
基
金
」
の
規

模
を
従
来
の
七
〇
兆
円
か
ら
八
〇
兆
円
に
引
き
上
げ
る
と
発
表
し
た
。

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
政
策
に
つ
い
て
は
既
に
紹
介
し
て
き
た
（
１
）。

今
回
は
日
銀
を
取
り
上
げ
、
一
九
九

八
年
の
金
融
危
機
以
降
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
変
化
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

２
　
一
九
九
八
年
以
降
の
日
本
銀
行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト

図
１
は
、
一
九
九
八
年
四
月
か
ら
今
年
八
月
ま
で
の
日
本
銀
行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
（
資
産
）
の
推
移
を
月
次
ベ
ー
ス
で
示
し
た

（1）

日
銀
の
「
危
機
対
策
」
と
「
最
後
の
貸
し
手
」
機
能

伊
豆
　
　
久



（2）

図
１
　
日
本
銀
行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
（
資
産
、
兆
円
）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

Apr-98

Sep-98

Feb-99

Jul-99

Dec-99

May-00

Oct-00

Mar-01

Aug-01

Jan-02

Jun-02

Nov-02

Apr-03

Sep-03

Feb-04

Jul-04

Dec-04

May-05

Oct-05

Mar-06

Aug-06

Jan-07

Jun-07

Nov-07

Apr-08

Sep-08

Feb-09

Jul-09

Dec-09

May-10

Oct-10

Mar-11

Aug-11

Jan-12

Jun-12

量
的
緩
和
政
策

2001年
3月
～
2006年

3月
資
産
買
入
基
金

2010年
10月

そ
の
他

危
機
対
策

現
先
貸
出
国
債
外
国
為
替

（
出
所
）
日
本
銀
行
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
資
料
よ
り
作
成
。



も
の
で
あ
る
。

ま
ず
目
に
つ
く
の
が
、
量
的
緩
和
政
策
（
二
〇
〇
一
年
三
月
〜
二
〇
〇
六
年
三
月
）
に
よ
る
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
拡
大
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
が
、
国
債
の
買
い
オ
ペ
と
金
融
機
関
へ
の
貸
出
の
急
増
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
量
的
緩

和
政
策
の
終
了
に
よ
っ
て
、
一
旦
資
産
規
模
は
縮
小
す
る
が
、
二
〇
一
〇
年
の
初
め
頃
か
ら
再
び
国
債
の
買
い
オ
ペ
と
貸
出
に
よ
っ

て
―
―
た
だ
し
今
度
は
徐
々
に
―
―
拡
大
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

量
的
緩
和
政
策
は
、（
少
な
く
と
も
公
式
に
は
）
国
債
価
格
へ
の
関
与
で
は
な
く
、
負
債
側
の
準
備
預
金
の
増
加
が
目
標
と
さ
れ

た
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
金
融
機
関
に
、
決
済
や
準
備
預
金
制
度
上
必
要
と
な
る
額
を
超
え
て
中
央
銀
行
当
座
預
金
を
も
た
せ

る
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
素
朴
な
貨
幣
数
量
説
の
い
う
「
準
備
預
金
の
増
加
は
そ
の

乗
数
倍
の
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
の
増
加
を
も
た
ら
す
」
効
果
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
教
訓
と
な
っ
た
の
か
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

以
降
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
や
Ｅ
Ｃ
Ｂ
も
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
拡
大
さ
せ
は
し
た
が
、
そ
の
目
的
は
長
期
金
利
の
低
下
や
国
債
流
通
市
場
の
機
能

回
復
な
ど
、
あ
く
ま
で
「
資
産
サ
イ
ド
」
に
置
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
金
融
機
関
へ
の
潤
沢
な
流
動
性
供
給
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

日
銀
の
よ
う
に
準
備
預
金
の
残
高
に
目
標
値
を
設
定
す
る
と
い
っ
た
政
策
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
日
銀
自
身
も
、
二
〇
一

〇
年
一
〇
月
に
設
置
し
た
資
産
買
入
等
基
金
に
お
い
て
は
、
資
産
価
格
へ
の
介
入
が
目
的
と
さ
れ
、
買
入
資
産
の
額
に
目
標
値
を
設

定
し
て
お
り
、
量
的
緩
和
政
策
と
は
異
な
っ
た
性
格
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
債
の
買
い
オ
ペ
や
貸
出
の
増
加
が
、
近
年
の
日
銀
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
規
模

の
大
き
さ
は
、
そ
れ
を
「
非
伝
統
的
」
な
政
策
と
位
置
付
け
る
に
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
取
得
さ
れ
た
資
産
の
種
類
（
国

債
、
貸
出
債
権
）
や
取
得
方
法
（
買
い
オ
ペ
、
共
通
担
保
オ
ペ
（
２
））

は
、
日
銀
の
通
常
の
取
得
資
産
で
あ
り
、
通
常
の
通
貨
供
給
方
法

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
図
１
で
「
危
機
対
策
」
と
分
類
し
た
も
の
は
、
資
産
全
体
に
占
め
る
比
率
こ
そ
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
そ

（3）



の
取
得
資
産
や
方
法
は
、
通
常
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
。
次
に
そ
れ
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
（
３
）。

３
　
日
本
銀
行
の
「
危
機
対
策
」

図
２
は
、
図
１
の
「
危
機
対
策
」
だ
け
を
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
日
銀
の
通
常
の
通
貨
供
給
方
法
で
あ
る
国
債

の
買
切
オ
ペ
や
共
通
担
保
貸
出
と
は
異
な
る
方
法
で
の
通
貨
供
給
で
あ
る
。「
危
機
対
策
」
と
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
図
２
を
見
る
と
、
そ
の
危
機
対
策
に
も
各
種
あ
り
、
ま
た
時
期
に
よ
っ
て
明
確
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一

九
九
八
年
か
ら
の
数
年
間
（
図
２
の
第
一
期
）
は
、「
補
完
貸
付
」
と
「
第
三
八
条
貸
付
」
と
「
預
金
保
険
機
構
貸
付
」
か
ら
成
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
（
図
２
の
第
二
期
）
は
、
株
式
が
ほ
と
ん
ど
で
、
断
続
的
に
「
補
完
貸
付
」

が
急
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
資
産
買
入
等
基
金
が
設
立
さ
れ
て
以
降
（
図
２
の
第
三
期
）
に
は
、
Ｃ
Ｐ
、

社
債
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
（
株
価
指
数
連
動
型
上
場
投
信
）
な
ど
が
増
え
て
い
る
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
危
機
の
あ
り
方
に
対
応
し
た
資
金
供
給
、
資
産
の
取
得
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。第

一
期
（
一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
）
は
、
大
手
金
融
機
関
の
破
綻
が
相
次
い
だ
時
期
で
あ
る
。
日
銀
の
主
な

短
期
資
金
供
給
方
法
で
あ
っ
た
担
保
付
の
金
利
入
札
形
式
の
オ
ペ
で
は
必
要
な
相
手
に
必
要
な
額
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
①
金

融
機
関
と
の
相
対
取
引
に
よ
る
担
保
付
貸
出
で
あ
る
「
補
完
貸
付
」（
二
〇
〇
一
年
ま
で
は
公
定
歩
合
貸
出
（
４
））、

②
「
第
三
八
条
貸
付

（
特
融
）
（
５
）」（

無
担
保
貸
付
）、
③
破
綻
処
理
の
過
程
で
資
金
不
足
に
陥
っ
た
預
金
保
険
機
構
へ
の
貸
出
が
、
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
当

時
は
、
戦
後
最
大
の
金
融
危
機
が
発
生
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
的
資
金
の
注
入
の
あ
り
方
、
預
金
保
険
制
度
、
破
綻
処
理

制
度
な
ど
が
十
分
に
整
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
日
銀
は
、
財
政
や
預
金
保
険
機
構
の
役
割
を
一
部
、
肩
代
わ
り
せ
ざ
る
を
え
な
か

（4）
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っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
危
機
対
策
は
、
基
本
的
に
は
金
融
機
関
へ
の
資
金
供
給
で
あ
る
。
そ
の
後
、
り
そ
な
銀
行
が
国
有
化

さ
れ
た
二
〇
〇
三
年
頃
に
は
、
よ
う
や
く
銀
行
の
破
綻
懸
念
の
高
ま
り
と
い
う
意
味
で
の
金
融
危
機
は
収
ま
り
、
ま
た
そ
れ
ま
で
に

は
預
金
保
険
機
構
等
も
整
備
さ
れ
破
綻
金
融
機
関
に
対
す
る
日
銀
の
役
割
も
一
時
的
な
流
動
性
供
給
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
図
２
の
第
二
期
に
は
、
第
一
期
の
よ
う
な
金
融
機
関
へ
の
直
接
的
な
資
金
供
給
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
今

度
は
替
わ
っ
て
、
金
融
機
関
が
保
有
す
る
株
式
の
購
入
が
始
ま
る
（
二
〇
〇
二
年
一
一
月
〜
〇
四
年
九
月
。
〇
九
年
二
月
〜
一
〇
年

四
月
に
再
開
）。
株
価
の
下
落
が
続
く
な
か
、
銀
行
の
リ
ス
ク
負
担
を
小
さ
く
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
が
、
第
一
期
の
金
融
危

機
対
策
と
し
て
の
資
金
供
給
と
そ
の
性
格
は
大
き
く
異
な
る
。

そ
し
て
第
三
期
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
の
資
産
買
入
等
基
金
の
導
入
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
固
定
金
利
方
式
の
共
通
担
保
貸
付
や

国
債
の
買
い
オ
ペ
の
他
、
新
た
に
Ｅ
Ｔ
Ｆ
や
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
（
不
動
産
上
場
投
信
）
な
ど
の
買
い
取
り
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
日
銀
が

資
産
買
入
等
基
金
設
立
の
目
的
と
し
て
い
る
「
長
め
の
市
場
金
利
の
低
下
」
と
「
各
種
リ
ス
ク
・
プ
レ
ミ
ア
ム
の
縮
小
」
は
、
資
本

市
場
に
お
け
る
価
格
の
誘
導
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
金
融
危
機
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

基
金
の
形
を
と
っ
た
の
は
、「
こ
う
し
た
措
置
は
、
中
央
銀
行
に
と
っ
て
異
例
の
措
置
で
あ
り
、
特
に
リ
ス
ク
・
プ
レ
ミ
ア
ム
の

縮
小
を
促
す
た
め
の
金
融
資
産
の
買
入
れ
は
、
異
例
性
が
強
い
（
６
）」

た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
基
金
」
と
い
う
言
葉
か
ら
一

般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
か
ら
の
独
立
や
金
額
の
限
定
は
、
買
入
基
金
に
は
存
在
し
な
い
。
基
金
に
お
け
る
資
産
も
、

日
銀
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
そ
の
ま
ま
計
上
さ
れ
、
基
金
以
外
の
資
産
と
何
の
区
別
も
な
い
（
図
３
）。
ま
た
基
金
の
金
額
は
設
立

後
二
年
で
七
回
も
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
表
１
、
図
４
）。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
基
金
」
と
称
す
る
こ
と
が
選
ば
れ
た
の
は
、
日
銀
の
買
入
国
債
の
残
高
が
日
本
銀
行
券
の
発
行
残
高
を
超

（6）
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表１　資産買入等基金の目標残高
（兆円）

決定日

25.0

合　計 70.0

達成目標時期
2013年
６月末

2010年
10月28日

30.0

35.0

2011年末

2012年
７月12日

貸　付

買
入

1.5 29.0
国庫短期証券 2.0 9.5
CP等 0.5 2.1
社債等 0.5 2.9
上場投信 0.45 1.60
不動産投信 0.05 0.12
小　計 5.0 45.0

2011年
10月27日

35.0
9.0
4.5
2.1
2.9
1.40
0.11

20.0
55.0

2012年末

2011年
３月14日

2011年
８月４日

2012年
２月14日

2012年
４月27日

2012年
９月19日

30.0 35.0 35.0 30.0 25.0
長期国債 2.0 4.0 19.0 29.0 34.0

3.0 4.5 4.5 4.5 14.5
2.0 2.1 2.1 2.1 2.1
2.0 2.9 2.9 2.9 2.9
0.90 1.40 1.40 1.60 1.60
0.10 0.11 0.11 0.12 0.12

10.0 15.0 30.0 40.0 55.0
40.0 50.0 65.0 70.0 80.0

2012年
６月末

2012年末 2012年末
2013年
６月末

2013年
12月

（出所）日本銀行発表資料。

図３　日銀のバランスシートに占める買取基金残高のシェア
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え
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
「
日
銀
券
ル
ー
ル
」
の
破
綻
）
を
含

め
、
取
得
資
産
の
種
類
や
金
額
の
拡
大
は
あ
く
ま
で
一
時
的

な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
趣
旨
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
日
銀
の
「
危
機
対
策
」
の
変
化
は
、「
危
機
」

が
金
融
危
機
（
金
融
機
関
の
連
鎖
的
破
綻
の
危
機
）
か
ら
マ

ク
ロ
的
な
危
機
（
金
融
資
産
価
格
の
全
体
的
低
下
）
に
移
行

し
て
い
る
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
、
リ
ー
マ
ン
シ

ョ
ッ
ク
直
後
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
や
Ｃ
Ｐ
市
場
へ
の
資
金
供
給
か
ら
、

国
債
や
Ｍ
Ｂ
Ｓ
の
購
入
へ
と
政
策
を
転
換
さ
せ
て
い
る
の
と

同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
へ
の
対
応
は
（
金
融
危
機
時

に
お
け
る
流
動
性
の
範
疇
を
超
え
た
資
本
性
資
金
の
供
給
や

Ｃ
Ｐ
市
場
等
へ
の
介
入
と
と
も
に
）、
中
央
銀
行
が
行
う
べ

き
業
務
、
達
成
可
能
な
目
標
な
の
か
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

４
　
「
危
機
対
策
」
と
「
最
後
の
貸
し
手
」
機
能

前
節
で
見
た
日
本
銀
行
の
「
危
機
対
策
」
を
、「
最
後
の

貸
し
手
」（Lender

ofLast
R

esort

以
下
、
Ｌ
Ｌ
Ｒ
と
略
）

（8）

図４　資産買入等基金の残高（兆円）
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機
能
と
の
関
連
で
整
理
す
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
有
名
な
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
定
義
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
、
①
流
動
性
不
足
に
は

陥
っ
て
い
る
が
、
債
務
超
過
で
は
な
い
銀
行
に
対
し
て
、
②
有
担
保
で
、
③
罰
則
金
利
を
適
用
し
て
、
実
行
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

日
銀
の
「
危
機
対
策
」
の
う
ち
、
こ
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
の
は
「
補
完
貸
付
」
の
み
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
適
格
担
保
の
提
供

を
前
提
に
、
し
か
し
政
策
金
利
（
コ
ー
ル
レ
ー
ト
誘
導
目
標
値
）
よ
り
も
高
く
設
定
さ
れ
た
「
基
準
貸
付
金
利
」
で
、
金
融
機
関
の

希
望
す
る
全
額
を
貸
し
出
す
も
の
で
あ
る
（
注
４
参
照
）。

し
か
し
、「
補
完
貸
付
」
に
関
す
る
日
銀
の
説
明
は
二
〇
〇
六
年
頃
を
境
に
変
化
し
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
度
、
〇
五
年
度
の
金
融
政
策
を
回
顧
し
た
文
書
は
、「
補
完
貸
付
」
に
つ
い
て
「
資
金
調
達
の
安
全
弁
と
し
て
の
役

割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
（
７
）、

Ｌ
Ｌ
Ｒ
の
一
部
に
位
置
付
け
て
い
る
（
８
）。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
「
資
金
調
達
の
安
全
弁
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
な
く
な
り
、
替
わ
っ
て
、「
翌
日
物
金
利
の
上
限
を
画
す
る

機
能
を
期
待
さ
れ
て
い
る
」
と
の
表
現
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
９
）。

日
銀
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
見
て
も
（
二
〇
一
二
年
九
月
末
閲
覧
）、

「
補
完
貸
付
」
は
、
オ
ペ
と
並
ぶ
通
常
の
「
金
融
政
策
手
段
」
の
一
つ
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
Ｌ
Ｌ
Ｒ
を
意
味
す
る
「
信
用
秩
序
維

持
に
資
す
る
た
め
の
資
金
供
給
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
二
〇
一
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
の
解
説
で
も
、

「
補
完
貸
付
」
は
Ｌ
Ｌ
Ｒ
か
ら
除
か
れ
て
い
る
（
10
）。

こ
う
し
た
変
化
は
、「
補
完
貸
付
」
が
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
導
入
当
初
よ
り
、
市
場
金
利
の
高
騰
（「
基
準
貸
付
金
利
」
を
上
回
る
こ
と
）
を
抑
制
す
る
機
能
が
期
待
さ
れ
て
は
い

た
が
、
そ
の
利
用
頻
度
は
「
安
全
弁
」
と
い
う
言
葉
が
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
程
度
に
比
較
的
低
く
見
込
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
と
こ
ろ
が
、
導
入
後
ま
も
な
く
「
補
完
貸
付
」
の
利
用
は
例
外
的
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。
図
２
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

（9）



〇
六
年
か
ら
〇
八
年
に
か
け
て
、
ご
く
短
期
間
な
が
ら
金
融
機
関
は
た
び
た
び
「
補
完
貸
付
」
を
利
用
し
、
そ
の
金
額
も
か
な
り
の

規
模
に
達
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
米
国
で
は
同
様
の
制
度
（
窓
口
貸
出
）
が
ス
テ
ィ
グ
マ
の
存
在
に
よ
っ
て
機
能
せ
ず
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
危

機
下
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
と
っ
て
課
題
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
（
11
）。

日
本
の
金
融
機
関
に
は
、
中
央
銀
行
の
窓
口
貸
出
を
受

け
る
こ
と
に
抵
抗
が
な
い
。
ま
た
、
市
場
金
利
の
高
騰
が
頻
繁
に
生
じ
る
こ
と
は
、
市
場
に
お
け
る
裁
定
機
能
が
十
分
働
か
な
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

で
は
、
現
在
の
日
本
銀
行
が
Ｌ
Ｌ
Ｒ
と
し
て
い
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。

日
銀
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
と
日
銀
金
融
研
究
所
の
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
ず
、
前
述
の
「
三
八
条
貸
付
」（
日
銀
法
第
三

八
条
に
も
と
づ
く
無
担
保
貸
付
）、
い
わ
ゆ
る
日
銀
特
融
で
あ
る
。
他
に
、
預
金
保
険
機
構
へ
の
貸
付
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
シ
ス
テ

ム
障
害
な
ど
で
一
時
的
資
金
不
足
に
陥
っ
た
金
融
機
関
へ
の
無
担
保
貸
付
（
三
七
条
貸
付
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
以
外
の
、
こ
の
間
日
銀
が
行
っ
て
き
た
諸
施
策
、
株
式
の
買
入
れ
、
劣
後
貸
付
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
・
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
の
買
入
れ

等
は
、
Ｌ
Ｌ
Ｒ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
日
銀
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
日
銀
金
融
研
究
所
前
掲
書
（
一
四
九
〜
一
五
〇
頁
）
で
も
、
こ
れ

ら
は
、「
信
用
秩
序
維
持
に
資
す
る
た
め
の
資
金
供
給
」（
＝
Ｌ
Ｌ
Ｒ
）
に
含
ま
れ
ず
、「
そ
の
他
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
確
保
の
た

め
の
施
策
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
日
銀
法
上
は
、
第
四
三
条
第
一
項
（
他
業
禁
止
）
の
但
書
に
も
と
づ
い
て

実
施
さ
れ
て
い
る
（
12
）。

他
業
禁
止
の
例
外
規
定
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
そ
れ
が
日
銀
の
本
来
業
務
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
か
ら
考
え
る
と
、
日
本
銀
行
の
定
義
す
る
Ｌ
Ｌ
Ｒ
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

日
銀
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
教
え
て
！
に
ち
ぎ
ん
」）
は
、
Ｌ
Ｌ
Ｒ
を
「
資
金
繰
り
に
問
題
が
生
じ
た
金
融
機
関
等
に
対
し
て
、
資

金
供
給
を
行
う
主
体
が
ほ
か
に
い
な
い
場
合
に
、
中
央
銀
行
が
文
字
ど
お
り
最
後
の
貸
し
手
と
し
て
資
金
の
供
給
を
行
う
こ
と
」
と

（10）



定
義
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
定
義
と
比
べ
る
と
、
①
「
補
完
貸
付
」
を
含
ん
で
い
な
い
点
で
よ
り
狭

く
、
②
し
か
し
、
担
保
の
徴
求
や
罰
則
金
利
の
適
用
を
条
件
と
し
て
い
な
い
（「
特
融
」
を
認
め
て
い
る
）
点
で
は
、
日
銀
の
定
義

の
ほ
う
が
広
い
。
し
か
し
両
者
は
、
③
Ｌ
Ｌ
Ｒ
を
あ
く
ま
で
流
動
性
不
足
に
陥
っ
た
金
融
機
関
へ
の
資
金
供
給
に
限
定
し
、
④
そ
れ

ゆ
え
、
株
式
等
の
資
産
の
買
入
れ
を
含
ま
な
い
点
で
共
通
す
る
。
そ
う
し
た
資
産
の
買
入
れ
は
、
中
央
銀
行
の
本
来
業
務
の
一
部
で

あ
る
Ｌ
Ｌ
Ｒ
で
は
な
く
、
日
銀
法
第
四
三
条
の
禁
止
す
る
「
他
業
」
に
当
た
り
、
た
だ
「
財
務
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を

受
け
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
債
の
買
入
れ
や
共
通
担
保
貸
付
も
、
法
的
に
は
通
常
業
務
に
他
な
ら
な

い
が
、
そ
れ
が
量
的
に
金
融
調
節
の
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
上
回
り
、「
長
め
の
市
場
金
利
の
低
下
」
を
目
的
と
す
る
以
上
、
経
済
的

に
は
通
常
業
務
や
Ｌ
Ｌ
Ｒ
の
範
囲
を
超
え
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）

Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
つ
い
て
は
、「
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
か
ら
見
た
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
金
融
危
機
対
策
」
本
誌
二
〇
〇
九
年
六
月
号
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
つ
い
て
は
「
欧

州
中
央
銀
行
に
お
け
る
『
資
金
偏
在
』
問
題
」
本
誌
二
〇
一
一
年
六
月
号
他
。

（
２
）

た
だ
し
、
共
通
担
保
オ
ペ
は
、
従
来
、
金
利
入
札
方
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
貸
出
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
別
に
固
定
金
利

方
式
が
開
始
さ
れ
た
。
現
在
で
は
後
者
が
共
通
担
保
資
金
供
給
の
九
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
る
た
め
、
そ
の
通
貨
供
給
方
法
は
大
き
く
変

化
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
日
銀
は
、（
現
先
の
よ
う
に
売
買
形
式
を
と
ら
な
い
）「
貸
出
」
で
あ
っ
て
も
入
札
が
行
わ
れ
れ
ば
「
オ
ペ
」

と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
き
た
が
（
日
本
銀
行
金
融
市
場
局
「
日
本
銀
行
の
金
融
市
場
調
節
」
二
〇
〇
八
年
六
月
、
二
六
頁
）、
そ

れ
に
従
う
と
、
固
定
金
利
方
式
は
補
完
貸
付
同
様
、「
オ
ペ
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
３
）

な
お
、
図
１
に
お
い
て
、「
外
国
為
替
」
が
二
〇
〇
八
年
末
に
増
加
し
て
い
る
の
は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
直
後
、
日
銀
が
Ｆ
Ｒ
Ｂ
と
の
為

（11）



替
ス
ワ
ッ
プ
協
定
に
参
加
し
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
か
ら
調
達
し
た
ド
ル
を
金
融
機
関
に
供
給
し
た
際
の
も
の
で
あ
る
。

（
４
）

従
来
の
公
定
歩
合
貸
出
の
制
度
は
二
〇
〇
一
年
に
廃
止
さ
れ
、
補
完
貸
付
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
両
者
は
、
事
前
に
日
銀
が
定
め
た
固
定

金
利
で
の
担
保
付
貸
出
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
が
、
前
者
で
は
貸
出
に
お
い
て
日
銀
の
裁
量
が
働
く
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
貸
出
の
申

し
込
み
が
あ
れ
ば
日
銀
は
全
く
受
動
的
に
希
望
額
を
全
額
供
給
す
る
点
で
異
な
る
。
図
１
、
２
で
は
二
〇
〇
一
年
以
前
の
公
定
歩
合
貸
出

も
「
補
完
貸
付
」
と
し
て
い
る
。

（
５
）

日
銀
法
第
三
八
条
第
二
項
は
、「
日
本
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
財
務
大
臣
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
三
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
通
常
業
務
）
の
ほ
か
、
当
該
要
請
に
応
じ
て
特
別
の
条
件
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の

維
持
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
（
括
弧
内
と
傍
線
は
引
用
者
）。
傍
線
の
「
特
別
の
条
件

に
よ
る
貸
付
け
」
が
実
際
に
は
無
担
保
融
資
を
意
味
し
て
い
る
。
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
編
『
日
本
銀
行
の
機
能
と
業
務
』
有
斐
閣
、
二

〇
一
一
年
、
一
四
七
頁
。

（
６
）

日
本
銀
行
「『
包
括
的
な
金
融
緩
和
政
策
』
の
実
施
に
つ
い
て
」
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
五
日
、
二
頁
。

（
７
）

日
本
銀
行
金
融
市
場
局
「
二
〇
〇
四
年
度
の
金
融
調
節
」
一
八
頁
、「
二
〇
〇
五
年
度
の
金
融
市
場
調
節
」
二
一
頁
。

（
８
）

同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
、
日
本
銀
行
「
ペ
イ
オ
フ
全
面
解
禁
後
の
金
融
シ
ス
テ
ム
面
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
五
年
三
月
一
八
日
で

も
、「
補
完
貸
付
」
は
「（
１
）
最
後
の
貸
し
手
機
能
の
発
揮
」
の
項
目
の
な
か
で
説
明
さ
れ
て
い
る
（
二
頁
）。

（
９
）

「
二
〇
〇
六
年
度
の
金
融
市
場
調
節
」
一
八
頁
。「
〇
七
年
度
」「
〇
八
年
度
」「
〇
九
年
度
」
版
で
も
全
く
同
じ
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
10
）

日
本
銀
行
金
融
研
究
所
『
日
本
銀
行
の
機
能
と
業
務
』
有
斐
閣
、
一
四
七
頁
。

（
11
）

日
本
銀
行
金
融
市
場
局
「
二
〇
〇
七
年
度
の
金
融
市
場
調
節
」
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
補
完
貸
付
の
利
用
を
忌
避
す
る
よ
う
な
動
き
は
特
に
み

ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
（
一
八
頁
）、
米
国
の
ス
テ
ィ
グ
マ
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ス
テ
ィ
グ
マ
に
つ
い

（12）



て
は
、
拙
稿
「
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
―
金
融
危
機
と
短
期
金
融
市
場
―
」『
証
券
経
済
研
究
』
第
七
三
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
、

一
〇
三
頁
参
照
。

（
12
）

第
四
三
条
第
一
項
「
日
本
銀
行
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
の
業
務
と
さ
れ
た
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
日
本
銀
行
の
目
的
達
成
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
財
務
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受

け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」

（
い
ず
　
ひ
さ
し
・
客
員
研
究
員
）

（13）


